
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のみなさんの防犯活動を支援します！ 

令和８年度 

防犯カメラ設置補助金 
 

城陽市では、犯罪の抑制など、安全で住みよい地域社会の実現に向け

た、地域の防犯活動の取り組みを支援するため、自治会等が地域に設置す

る防犯カメラの設置費用の一部を補助します。 

対象 

団体 
自治会、子ども会、商店街などの地域団体 

・規約・代表者を定めていることが必須条件です。 

対象 

経費 
防犯カメラの購入・設置に係る経費 

１）防犯カメラ、録画装置などの機器の購入費用 

  ２）専用ポールの設置工事費用 

  ３）ケーブルの設置工事費用 

  ４）防犯カメラで撮影していることを示すステッカー等の設置費用 

  ５）その他、防犯カメラの設置に必要な経費 
         

  ※電気代や修繕代などの維持管理費用、地代や占用料などは対象外。 

  ※当補助金により設置し、設置後６年間を経過した防犯カメラについて

は、更新に係る経費も対象。（７年目から更新することもできます。） 

補助 

内容 
事業費の２分の１以内（１台につき上限は１０万円） 

  ・１,０００円未満の端数は切り捨て。 

  ・申請可能台数は、１団体あたり２台／年まで。 

・当該年度の予算の範囲内で補助します。 

  ・市の他の補助金等との併用はできません。 

申請・お問い合わせ：城陽市 危機・防災対策課 ☎0774-56-4045 

 

☟各種要件がありますので、申請をご検討の際は、まずこちらまでご相談ください☟ 

申請 

期限  次ページの「申請から交付までの流れ」をご覧ください。 



【申請から交付までの流れ】

手順

　

（変更・中止）

・各募集期間において、申請多数の場合、抽選を行います。

・各募集期間において、補助金決定額が当年度の予算額に達した期間で募集を終了します。
　以降、当年度は募集を行いませんので、ご注意ください。

※申請時の注意点（必ずお読みください）

・補助金交付請求書
・振込先通帳の写し

補助金請求
・
交付

・実績報告書
・収支決算書
・防犯カメラ設置後の現況写真
・防犯カメラで撮影された画像の写し
・防犯カメラ設置に係る領収書の写し
・土地・建物使用承諾書、占用許可等の写し【※
１】
・防犯カメラ管理・運用規程【※２】

【※１】【※２】は、未提出の場合のみ。

工事等着手

事業完了
・

実績報告

申請団体 城陽市

補助金申請

【申請期間（令和８年度）】

◆第１次募集期間　※
４月１日（水）

～６月３０日（火）

◆第２次募集期間　※
７月１日（水）

～９月３０日（水）

◆第３次募集期間　※
１０月１日（木）

～１２月２８日（月）

※必ずこの表の最下段の「申請時
の注意点」をご覧ください。

・補助金交付申請書
・収支予算書
・団体の規約
・地域の合意形成を証する書類の写し
　（総会の議事録等）
・撮影範囲の住民等の同意書の写し
・土地・建物使用承諾書、占用許可等の写し【※
１】
・見積書の写し（２社以上）
・防犯カメラの概要がわかるカタログ等の写し
・位置図（設置箇所、撮影範囲がわかるもの）
・設置箇所の現況写真
・防犯カメラ管理・運用規程【※２】

【※１】【※２】は、交付決定後の提出でも可。

受理・審査

交付決定通知書
or

不交付決定通知書

事業完了
※支払いは一旦全額負担

提出

送付

受理・審査

（現地調査）

支払事務

申請額の合計が

予算の範囲を超

える場合は抽選

事業着手

変更・中止申請書 受理・審査

変更・取消決定通知書

補助金確定通知書

※指定口座に入金

※確定通知を受理した日から30日以内に請求

提出

※交付決定後に事業開始

送付

提出

振込

補助金交付

※,請求書を受理した日から30日以内に入金します。

交付決定額と実績報告額が同額の場合、

実績報告書と合わせて提出してください。 交付決定額と実績報告額が

異なる場合

 


